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高額医療・高額介護合算療養費制度

高
額
医
療
・
高
額
介
護

療
養
費
制
度
と
は
？

対
象
と
な
る

医
療
費
・
介
護
費
は
？

対
象
者
は
？

自
己
負
担
限
度
額
は
？

申
請
方
法
は
？

　

世
帯
内
の
同
一
の
医
療
保
険

の
加
入
者
の
方
に
つ
い
て
、
毎

年
８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
に

か
か
っ
た
医
療
保
険
と
介
護
保

険
の
自
己
負
担
を
合
計
し
、
自

己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合

に
、
そ
の
超
え
た
金
額
を
支
給

し
ま
す
。（
初
年
度
は
平
成
20
年

４
月
か
ら
平
成
21
年
７
月
ま
で

の
16 
カ
月
で
計
算
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。）

　

同
一
世
帯
で
同
じ
医
療
保
険

に
加
入
し
て
い
て
、
医
療
保
険

と
介
護
保
険
の
両
方
で
自
己
負

担
が
あ
る
世
帯
が
対
象
と
な
り

ま
す
。
例
え
ば
、
夫
婦
２
人
の

国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯
で
、

夫
が
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
、
妻
が
定
期
的
に
病
院
で

診
療
を
受
け
て
い
る
場
合
な
ど

が
当
て
は
ま
り
ま
す
。

・
医
療
費

高
額
療
養
費
の
対
象
と
な
る

一
部
負
担
金
に
な
り
ま
す
。

・
介
護
費

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
と
同
様
。

※
医
療
保
険
・
介
護
保
険
の
自

己
負
担
額
の
い
ず
れ
か
が
０

円
で
あ
る
場
合
は
該
当
し
ま

せ
ん
。
ま
た
、
入
院
時
の
食

費
負
担
や
差
額
ベ
ッ
ド
代
等

は
含
み
ま
せ
ん
。
支
給
基
準

額
５
０
０
円
を
超
え
な
い
場

合
は
支
給
し
ま
せ
ん
。

※
高
額
療
養
費
お
よ
び
高
額
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に

は
、
そ
の
額
を
除
き
ま
す
。

　

７
月
31
日
現
在
の
所
得
区
分

や
年
齢
に
応
じ
て
異
な
り
ま
す
。

　

申
請
は
、計
算
基
準
日
で
あ
る

７
月
31
日
に
加
入
し
て
い
た
医

療
保
険
の
窓
口
で
受
付
け
ま
す
。

　

計
算
期
間
内
（
初
年
度
は
平

成
20
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
21

年
７
月
31
日
）
に
転
入
・
転
出
な

ど
で
市
町
村
が
変
わ
っ
た
場
合

や
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
さ

れ
た
な
ど
、
医
療
保
険
が
変
わ

っ
た
場
合
は
、
変
わ
る
前
の
医

療
保
険
（
介
護
保
険
）
で
自
己
負

担
額
証
明
書
を
交
付
し
て
も
ら

い
、
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高

齢
者
医
療
に
加
入
の
方
は
、
健

康
推
進
課
国
保
年
金
班
の
窓
口

で
申
請
を
受
付
け
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

●
保
険
証
（
国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
・
介

護
保
険
）

●
印
か
ん
（
認
印
可
、
朱
肉
使

用
の
も
の
）

●
振
込
先
の
口
座
番
号

●
医
療
保
険
者
が
発
行
し
た
自

己
負
担
額
証
明
書
（
計
算
期

間
内
に
医
療
保
険
の
変
更
が

あ
っ
た
方
）

申
請
手
続
き
に

つ
い
て
の
留
意
点

○
７
月
31
日
時
点
で
津
久
見
市

国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い

る
方
は
、
国
民
健
康
保
険
の

窓
口
で
申
請
手
続
き
を
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
申
請
を
し

て
い
た
だ
く
こ
と
で
介
護
保

険
へ
の
申
請
も
兼
ね
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

○
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
21
年
７
月
31
日
ま
で
の
期

間
内
に
、
津
久
見
市
の
国
民

健
康
保
険
以
外
の
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
た
期
間
が
あ

る
方
は
、
そ
の
時
加
入
し
て

い
た
医
療
保
険
の
窓
口
へ
も

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支

給
申
請
の
手
続
き
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
こ
の
申
請
を
行

う
と
、
自
己
負
担
額
証
明
書

が
交
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
交

付
さ
れ
た
証
明
書
を
持
参
し

て
手
続
き
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。

※１　70歳から74歳までの一部負担金の見直し（１割→２割）の凍結に伴い、今年度は56（75）
万円となります。

初年度の計算例（平成20年４月１日から平成21年７月31日までの場合）
　世帯主Ａ（73歳）・・・介護保険の自己負担合計が50万円
　配偶者Ｂ（71歳）・・・医療保険の自己負担合計が30万円

が支給されます。

区 分 後期高齢者医療制度
＋介護保険

国保＋介護保険
（70歳～74歳）

国保＋介護保険
（75歳未満）

現役並み所得者
（上位所得者）

６７（８９）万円 ６７（８９）万円 １２６（１６８）万円

一 般 ５６（７５）万円 ※1  ６２（８３）万円 ６７（８９）万円

低所得者Ⅱ ３１（４１）万円 ３１（４１）万円

低所得者Ⅰ １９（２５）万円 １９（２５）万円
３４（４５）万円

□１年間の自己負担限度額 （　）内は初年度の16カ月で計算する場合

50万円＋30万円 － ＝75万円（限度額） ５万円


